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《本手引の位置づけ》 

 

この手引は、「都議会のあり方検討委員会」及び「議会改革検討委

員会」における検討結果を踏まえ、政務活動費の適正な執行を図る

ために作成された指針である。 

 

                      東 京 都 議 会 
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１ 政務活動費の概要 

（１）政務活動費とは 

   地方自治法に基づき、東京都議会議員の調査研究その他の活動に資するため必

要な経費の一部として交付されるもの 

 

 

 

 

 

 

 

（２）政務活動とは 

   議員の職務が、都民意思を代表し、政策を形成することであり、議会の役割が、

知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに政策の立案であることに

鑑み、政務活動費を充当することのできる政務活動を、次のとおりとする。 

 

１ 調査研究活動 

  都政の課題、議会で審議する案件等について行う調査研究のための活動 

２ 情報収集活動 

都民、政治家、行政関係者、民間の団体等との意見交換その他の情報収集

を行うための活動 

３ 政策立案活動 

政策や方針を立案及び発信するため、会派内又は会派間において、政策や

方針について意見交換や意見調整等を行う活動 

４ 広報・広聴活動 

  都民等に対して行う広報・広聴活動 

５ 政策推進等活動 

  政策の推進、他都市等との友好・交流、要請・陳情、住民相談又は行事へ

の参加に係る活動  

６ その他の政務活動 

  上記のほか、議長が必要と認める活動 

 

 

 

 

◎根拠規定 

  ○ 地方自治法第 100条第 14項から第 16項 

  ○ 東京都政務活動費の交付に関する条例 

  ○ 東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則 

  ○ 東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程 

◎根拠規定 

  ○ 東京都政務活動費の交付に関する条例第１条の２第１項 

  ○ 東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第３条 
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項　目 概　　　　　　　　　　要 規　定

交付対象  ○ 会派（所属議員が１人の場合を含む。） 条例２①

交付金額  ○ 議員１人につき月額50万円 条例３

交付申請  ○ ｢会派代表者」は、毎年度４月10日までに知事に交付を申請 条例５①

交付決定  ○ 知事は、交付申請を受け、交付額を決定し会派代表者に通知 条例６､規則３①

交付請求  ○ 会派代表者は、通知を受け、毎月知事に交付を請求 条例７①

交　　付  ○ 知事は、交付請求を受け、速やかに会派に交付 条例７②

政務活動の  ○ 議員の職務及び議会の役割に鑑み、政務活動費を充てられる政 条例１の２①

内容   務活動の内容を規定 規程３

 ○ 会派は､｢使途基準｣に従い､適正に使用しなければならない。 条例１の２②、

  ☆使途基準・例示⇒６ページ　☆使途基準の留意点⇒９ページ 別表、２③

 ○ 会派は、「経理責任者」を定め、議長及び知事に届出 条例９､規程４③

 ○ 経理責任者は、会計帳簿等を整理･保管し適正な執行に努め、収 規程４①②

  支報告書等の提出期限の翌日から起算して５年間保存

収支報告等  ○ 会派代表者は、翌年度４月30日までに「収支報告書」を議長に提 条例10①②

  出し、併せて領収書等を提出しなければならない。

議長の調査  ○ 議長は､収支報告書の提出を受け､必要に応じて調査を行い､知事 条例10③④

  に送付

 ○ 議長は､会派代表者に対し､四半期ごとに｢収支状況報告書」の提 規程６①

  出を求める。

 ○ 議長は、必要があると認めた場合、会派代表者に会計帳簿等の提 規程６②

  示を求め調査することができる。  

東京都議会  ○ 議長は､調査に際し専門的見地からの意見を聴くため､議長が指名 条例10の２①

政務活動費   する三人以内の学識経験者で構成する協議会を設置

調査等協議  ○ 協議会は、検査、会派との意見交換等及び議長又は会派に対す 条例10の２

会   る指導・助言を行うことができる。 ②③④

 ○ 知事は、収支報告書の送付を受け、審査及び必要に応じて行う調 条例11

 　査により額を確定し、会派代表者に通知 規則４

剰余金の  ○ 会派代表者は、額の確定の通知を受け、交付金額に剰余金があ 条例12

返還   る場合は速やかに返還しなければならない。

決定の取消  ○ 知事は、会派が使途基準に違反して使用したときは、交付決定を 条例13①②

　 　取り消すことができ、その場合、知事は会派代表者に通知 規則３②

取消部分  ○ 知事は、交付決定を取り消した場合、期限を定め取消部分の返還 条例14

の返還 　を命じなければならない。

収支報告書  ○ 議長は、会派代表者から提出された収支報告書を公表し、東京都 条例16②

及び領収書   議会図書館において閲覧に供する。 規程７

等の公表  ○ 何人も､議長に対し､領収書等の写しの閲覧を請求できる。 条例16③

及び閲覧等   　 議長は､都議会情報公開条例非開示事項を除き､閲覧に供する｡ 規程８

 ○ 議長は、都議会情報公開条例非開示事項を除き、収支報告書及 条例16④

  び領収書等の写しを都議会ホームページにより公表する。 規程9

　  ○ 議長は、提出された収支報告書及び領収書等を、その提出期限 条例16①

  の翌日から起算して５年間保存

使途基準

経理責任者

額の確定

（３）都議会における制度の概要 

※ 条例：東京都政務活動費の交付に関する条例 

規則：東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則 

規程：東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程 
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（４）基本原則 

① 政務活動費の充当に当たっての原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 政務活動費充当の範囲と証拠書類の整理・保管 

    政務活動に政務活動費を支出するに当たっては、議員の職責・職務を果たす

ため社会通念上妥当な範囲のものでなければならない。 

    また、活動内容や証拠書類の整理・保管を行わなければならない。 

 

  ③ 会派から議員への包括的委託手続 

    政務活動費は、条例により議長に結成を届け出た会派（所属議員が一人の場

合を含む。）に交付されるため、会派の所属議員が個々に行う政務活動に政務活

動費を充てるに当たっては、会派から会派の所属議員に対し、政務活動に関す

る包括的な委託を行っておくことが望ましい。 

    《例》政務活動依頼書（４８ページ参照） 

  

④ 按分の考え方 

    一般に議員の活動においては、政務活動とその他の議員活動（政党活動、後

援会活動等）及び私的活動とが混在する場合がある。このような場合、合理的

に説明できる場合はその割合で、合理的に説明することが困難な場合は、次を

上限とする割合により適切に按分するものとする。    

 

 

 

《１》政務活動に係る経費の実費弁償であること 

配偶者、被扶養者、同居者など生計を一にする者や自らが代表者・役

員等の地位にある法人に対する支出は、実費の弁償ではないとみなされ

るおそれがあるため、当該経費には充当できない。 

 

《２》資産形成につながるものでないこと 

➢ 不動産、車等の高額な物品の購入に充てることはできない。 

➢ 事務所の改修・改造（政務活動に必要な造作を除く。）費用など資産価

値を高めたり、資産形成につながるおそれのある支出に充てることは

できない。 
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【按分の割合(上限)】 

○ 政務活動とその他の議員活動とが混在する場合 

政務活動 
その他の議員活動 

(政党活動、後援会活動等) 

１／２ １／２ 

○ 政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合 

政務活動 
その他の議員活動 

(政党活動、後援会活動等) 
私的活動 

１／４ １／４ １／２ 

 

 

⑤ 公職選挙法との関係 

➢ 公職選挙法の規定により、議員は、政治団体・親族を除き、選挙区内の者に対し

寄附を行うことはできない。 

寄附を制限 

される者 

禁止される寄附行為 禁止      

期間 
根拠条文 

寄附受領者 寄附の内容 

○公職にある者 

○公職の候補者 

○公職の候補者

になろうとす

る者 

選挙区内に

ある者（政治

団体・親族を

除く。） 

寄附のすべて 

（選挙区内において、饗応接待が

伴わない政治上の主義・施策普及

のための講習会その他の政治教育

のための集会に関し、必要やむを

得ない実費の補償（食事を除く。）

をすることはできる。） 

常時  

公職選挙法 

199条 

の２ 

 

➢ 政務活動の一環として、各種団体等が主催する会合等に参加する場合、「 会費 」

以外の支出を行うことは、禁止された寄附に該当することになる。 
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２ 使途基準 

（１）使途基準 

  都議会における政務活動費の使途基準（東京都政務活動費の交付に関する条例別

表）及びその内容の例示は、次のとおり 

 

分類 項  目 内   容 例     示 

調
査
活
動
補
助
費 

人 件 費 会派又は議員が政務活動のため

雇用する職員及び臨時職員等に

要する経費 

給料、各種手当、アルバイト賃金、

社会保険料等 

事 務 所 費 会派又は議員が政務活動のため

設置する事務所の設置及び維持

に要する経費 

賃料、管理費、仲介手数料、礼金、

政務活動に必要な造作等 

事 務 費 会派又は議員が政務活動のため

設置する事務所における事務運

営に要する経費 

事務用品代、光熱水費、備品購入

費、修理費、通信費、リース・保

守料、運搬費、インターネット接

続経費、名刺代、来客用茶菓代等 

交 通 費 会派又は議員の政務活動に要す

る日常的な交通費、宿泊費等の

経費 

バス・電車代、タクシー代、高速

料金、駐車場代、自動車リース代、

ガソリン代、宿泊費等 

調
査
・
政
策
立
案
費 

視察・研修費 会派又は議員が政務活動のため

行う視察・研修等に要する経費

又は他団体等が主催する視察・

研修等への議員等の参加に要す

る経費 

講師等謝礼、会場・機器等借上代、

通訳・翻訳代、参加費、資料代、

交通費、宿泊費、通信費、バス借

上代、視察先入場料、視察先への

土産代等 

調 査 委 託 費 会派又は議員が政務活動のため

行う外部団体等への調査研究委

託に要する経費 

調査委託費、翻訳料等 

資 料 購 入 

・ 作 成 費 

会派又は議員が議会審議や政務

活動のため行う図書等の購入及

び資料作成に要する経費 

書籍代、新聞・雑誌購読料、ＣＤ

－ＲＯＭ等購入費、有料データベ

ース代、コピー代、印刷代、パネ

ル代等 
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会 議 費 会派又は議員が政務活動のため

開催する会議に要する経費 

講師等謝礼、会場・機器等借上代、

通訳・速記代、会議に伴う茶菓代、

看板代、交通費等 

グ ル ー プ 

活 動 費 

会派又は議員が政務活動のため

行う都政に関連する議員連盟活

動等に要する経費 

議員連盟等年会費、視察参加費、

交通費等 

 

政 策 推 進 等 

活 動 費 

会派又は議員が政務活動のため

行う政策推進に向けた活動、友

好・交流活動、要請・陳情活動、

住民相談又は行事への参加に要

する経費 

交通費、宿泊費、通信費、資料作

成費、会場・機器等借上代等 

広
報
・
広
聴
活
動
費 

広報紙（誌）

発 行 費 

会派又は議員が政務活動のため

行う広報紙（誌）等の作成・発

行に要する経費 

原稿料、作成委託料、デザイン代、

写真代、コピー代、印刷・製本代、

はがき代、新聞折込代、送料等 

ホームページ

作成・管理費 

会派又は議員が政務活動のため

行うホームページ・ブログ等の

作成・管理に要する経費 

ホームページ・ブログ作成管理委

託料、保守料等 

政 策 広 報 費 会派又は議員が政務活動のため

行う音声による広報・広聴活動

に要する経費 

会場・機器等借上代、通訳・速記

代、会議に伴う茶菓代、看板代、

機材費、自動車リース代、道路使

用許可申請手数料、交通費等 

会 費 会派又は議員が政務活動のため

行う各種団体等が主催する会合

等への参加に要する経費 

地域団体等が主催する会合の会

費、年会費、交通費等 
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（２）政務活動費としての支出が不適当な例 

 

 

◇ 政党活動への支出 

  例） 党大会への出席経費、政党活動、政党地域支部活動、政党の広報紙、パンフ

レット、ビラ等の印刷・発送料、政党組織の事務所の設置維持経費（人件費を

含む。）、党大会賛助金、党大会参加費、党大会参加旅費 

 

 

◇ 選挙活動への支出 

  例） 選挙関係に係る経費、選挙活動費、選挙等に当たっての各種団体への支援依

頼活動、選挙ビラ作成 

 

 

◇ 後援会活動への支出 

  例） 後援会活動のための経費、後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷・

発送料、後援会主催の報告会等の開催経費、後援会が主催する都政報告会 

 

 

◇ 私的経費への支出 

  例） 慶弔餞別費等（病気見舞い、香典、祝金、餞別、寸志、中元、歳暮、慶弔電

報、年賀状の購入・印刷等）、冠婚葬祭の出席（葬儀、祝賀会、結婚式、祭り

等）、宗教活動（檀家総代会、報恩講、宮参り等）、観光、レクリエーション、

私用用務等による旅行、親睦会 

 

 

◇ 訴訟経費への支出 

  例） 訴訟に係る弁護士費用、印紙代、交通費、諸経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ただし、政務活動とその他の活動（政党活動、選挙活動、後援会活動、

私的活動）とが混在する場合には、按分の考え方により政務活動に当たる部

分について政務活動費を充当することができる。 
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３ 使途基準の留意点 

（１）人件費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要す

る経費 

例    示 給料、各種手当、アルバイト賃金、社会保険料等 

 

① 対象となる職員  

常時雇用の職員及び一時雇用の臨時職員（アルバイト等）   

※ ただし、配偶者、被扶養者、同居者など生計を一にする者を雇用するための

経費に充当することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 対象となる費用 

 雇用主 対象となる費用 支払先 

会派又は議員 

給料､賞与､各種手当 (扶養手当・住

居手当・通勤手当等） 

職員等本人 

労働保険料、社会保険料等のうち雇

用主負担分 (労災保険・雇用保険、

健康・介護・厚生年金保険料等) 

労働基準監督署、 

社会保険事務所等 

会派又は議員 

以外の者 

負担金等（雇用主と会派又は議員と

の間で締結する協定等に基づく政

務活動への従事分に係る経費）

  

職員等の雇用主 

（会派又は議員が直接、

当該職員等の雇用主とは

ならないため、経費の支

払先は雇用主となる。） 

【参考】「生計を一にする」とは（国税庁 所得税基本通達 2－47より） 

 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいう

ものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 

(1)  勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合

であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものと

する。 

   イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当

該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている

場合 

(2)  親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでい

ると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 
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③ 社会保険労務士等の専門家への報酬等 

政務活動のために雇用される職員の所得税や社会保険料などに関する手続きを

適正に行うため、社会保険労務士や公認会計士、税理士などの専門家に事務処

理を依頼する場合の経費に充当することができる。 

 

④ 政務活動費に係る会計業務に要する経費 

   政務活動費に係る会計業務を担う職員の人件費や当該業務の委託に要する経費

は、事後処理を含めて政務活動を適正に完了させるために必要な経費であるこ

とから、充当することができる。 

    ※ 会計業務を委託する経費に充当する場合は、『事務費』として処理するも

のとする。    

 

⑤ 整理・保管すべき関係書類                

 雇用実態があり、政務活動に従事していることを客観的に示す書類を整理・保

管しなければならない。                  

《例》○ 雇用契約書  （６０ページ参照） 

    ○ 職員従事協定書（６２ページ参照） 

○ 勤務実績表  （６４ページ参照）   

 

⑥ 按分          

  政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につ

いて政務活動費として支出できる。 

職員等の従事実態 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 

※ 合理的に説明できる割合の例   

   職員等の日々の勤務時間、具体的な勤務内容等を記載した書類や協定書等に

より政務活動への従事割合を按分する場合  

 

 

 

按分割合(％) ＝
政務活動に従事した日数又は時間
職 員 等 の 勤 務 日 数 又 は 時 間
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（２）事務所費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため設置する事務所の設置及び維持に要

する経費 

例    示 賃料、管理費、仲介手数料、礼金、政務活動に必要な造作等 

 

① 対象となる事務所の要件    

（ア） 政務活動のため必要な事務所としての外形及び機能等（事務スペース、   

応接スペース、事務用備品など）を有すること。 

（イ） 会派の地域支部として位置づけられていること。またその旨の表示（プ

レートの設置等）を行うこと。 

（ウ） 事務所の所有者が第三者であること。 

 

② 事務所費の支出が認められない所有形態 

➢ （ア）自己の所有物件、（イ）配偶者、被扶養者、同居者など生計を一にする者

の所有物件、（ウ）自らが代表者・役員等の地位にある法人の所有物件に係る事

務所費については、政務活動費を充当することはできない。 

➢ 上記の（ア）～（ウ）に該当する物件については、会派が事務所の所有者と使

用契約等を締結して会派に使用権を移した場合においても、同様の取扱いとす

る。 

 

③  事務所費の支出に関する留意点 

➢ 事務所の購入費には支出できない。 

➢ 造作は政務活動に必要なものに充てられるが、資産形成につながるとの誤解を

招かぬよう、慎重な対応が必要 

➢ 敷金など、解約時等に返還される性格のものには支出できない。 

 

④ 整理・保管すべき関係書類       

賃貸借契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。   

 

⑤ 按分        

当該事務所が後援会事務所や政党事務所等を兼ねるなど、政務活動とその他の

議員活動(政党活動、後援会活動等)とが混在する場合は、合理的に説明できる

割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額について政務活動費として

支出できる。   
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事務所の活動実態 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 
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（３）事務費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため設置する事務所における事務運営に

要する経費 

例    示 
事務用品代、光熱水費、備品購入費、修理費、通信費、リース・保守

料、運搬費、インターネット接続経費、名刺代、来客用茶菓代等 

 

① 対象          

政務活動を行うために必要な事務所及び会派控室等における事務運営に係る経

費（自己所有の物件であっても支出できる。） 

 

② 備品購入費 

取得価格(単価) 支出に当たっての考え方 

３０万円以下 専ら政務活動に必要な備品に限り支出できる。 

３０万円超 原則として支出できない。 

➢ 備品購入は、資産形成につながるとの誤解を招かぬよう、慎重な対応が必要 

➢ 備品の規格・性能は、社会通念上、政務活動に必要な範囲内でなければならな

い。なお、備品以外の物品等についても、同様の基準により判断する必要があ

る。   

➢ 更新、買替は、頻繁に行わず、適切なサイクルによること。 

➢ 備品の設置場所は事務所とすることもできるが、その購入・管理については、

会派がこれを行うこととし、取得価格（単価）が５万円以上の備品については、

備品台帳（購入日、品名、取得価格、設置場所等を記載）を作成することが望

ましい。 

➢ 按分による場合は、購入と維持管理及び修理に係る按分割合は原則として同一

となる。   

 

③ 光熱水費（電気、水道、ガス）、通信費      

➢ 当該事務所が自宅、会社の一部などの場合、別メーターや子メーターの設置又

は別回線とすることが望ましい。 

➢ 固定電話のほか携帯電話にも支出できる。 
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④  整理・保管すべき関係書類 

契約書等の関係書類（備品台帳を作成した場合は備品台帳も含む。）を整理・保

管しなければならない。 

《例》備品台帳  （６６ページ参照）     

          

⑤ 按分           

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につ

いて政務活動費として支出できる。 

また、事務所が自宅である場合の光熱水費、携帯電話等の通信費、インターネッ

ト接続経費等で私的活動が混在する場合は、合理的に説明することができる割合

又は 1/4を上限とする割合で適切に按分した額を支出できる。 

事務運営の実態 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 

私的活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/4を上限とする適切な額 
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（４）交通費 

内    容 会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費、宿泊費等の経費 

例    示 
バス・電車代、タクシー代、高速料金、駐車場代、自動車リース代、

ガソリン代、宿泊費等 

 

① 対象            

政務活動を行うための移動の経費に充てることができる。 

※ 政務活動の前後に、その他の活動を行うための移動がある場合等は、政務

活動費の充当について留意する必要がある。 

 

② 公務との関係 

公務（本会議・委員会等に出席する場合及び委員会視察等による出張等）には

支出できない。また、当該公務のための前日及び当日における宿泊費も同様と

する。 

 

③ 他の使途項目との関係 

視察・研修等の他の使途項目に該当する交通費、宿泊費は、当該使途項目に計

上することもできる。 

 

④ バス・電車代 

Suica(スイカ)・PASMO(パスモ)・バスカード等のプリペイド式カードを利用し

た場合は、履歴の印字又は使用区間、運賃等を記録し、領収書に代わる書類と

する必要がある。 

 

⑤ タクシー代 

タクシーを利用した場合は、領収書に利用区間を記載する必要がある。また、

行き先・目的等を記載した記録を作成しておくことが望ましい。  

 

⑥ 自動車(リース、自己所有）の取扱い   

➢ 自動車リースにおいて、リース期間は原則としておおむね議員の任期である４

年間程度とすることが望ましい。 

➢ 自動車のリース期間満了後に所有権が移転する場合は、資産形成につながるた

め充てることはできない。 
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経費の区分 
リースし 
た自動車 

自己所有 
の自動車 

自動車の購入費用 

（リース期間満了後に所有権が会派、議員、配偶者・被扶養

者・同居者など生計を一にする者、自らが代表者・役員等の

地位にある法人等に移転する場合を含む。） 

× × 

自動車リース代 

（自動車諸税、自賠責保険等の最低限の必要経費を含む。） 
○ － 

任意保険料や事故修理費用、洗車等の日常の維持管理費用 × × 

当該自動車を使用した政務活動に係る実費 

（ガソリン代、高速・有料道路料金、駐車場代等） 
○ ○ 

 

⑦ 高速料金 

ETCを利用する場合は、履歴の印字又は利用区間、料金等の記録等により政務活

動のための利用であることを明らかにする必要がある。 

 

⑧ 駐車場代 

出張先等における駐車場代のほか、会派又は議員が政務活動のため設置する事

務所の駐車場代（来客用を含む。）に支出できる。 

 

⑨ 宿泊費 

➢ 政務活動に必要な宿泊費（食事代を除く。）の実費に充てられるが、上限額は、

財務省令（国家公務員等の旅費支給規程）で定める宿泊費基準額のうち内閣総

理大臣等に適用される額とする。  

➢ ただし、パック料金等で宿泊費と食事代を明確に区分できない場合に限り、

食事代を含めた全体を宿泊費とみなし、充当を可とする。 

 

⑩  整理・保管すべき関係書類 

契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 
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⑪ 按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につい

て政務活動費として支出できる。 

また、駐車場代、自動車リース代、ガソリン代等で私的活動が混在する場合は、

合理的に説明することができる割合又は 1/4 を上限とする割合で適切に按分し

た額を支出できる。 

 

活動目的 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 

私的活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/4を上限とする適切な額 
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 （５）視察・研修費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため行う視察・研修等に要する経費又は

他団体等が主催する視察・研修等への議員等の参加に要する経費 

例    示 

講師等謝礼、会場・機器等借上代、通訳・翻訳代、参加費、資料代、

交通費、宿泊費、通信費、バス借上代、視察先入場料、視察先への

土産代等 

 

① 対象となる視察・研修等 

➢ 会派又は議員が政務活動のため主催する視察・研修・勉強会等 

➢ 議員及び会派又は議員が政務活動のため雇用する職員（会派政調会職員、事務

所職員等）が参加する他団体等主催の視察・研修・勉強会等 

 

② 交通費、宿泊費 

➢ 政務活動のため行われる視察・研修・勉強会等に要する交通費、宿泊費の実費

を支出できる。 

➢ 公務（本会議・委員会等に出席する場合及び委員会視察等による出張等）には

支出できない。また、当該公務のための前日及び当日における宿泊費も同様と

する。 

➢ 公務出張に準じ、グリーン車や航空機のビジネスクラス等にも充てることがで

きる。 

➢ 政務活動に必要な宿泊費（食事代を除く。）の実費に充てられるが、上限額は、

財務省令（国家公務員等の旅費支給規程）で定める宿泊費基準額のうち内閣総

理大臣等に適用される額とする。  

※ ただし、パック料金等で宿泊費と食事代を明確に区分できない場合に限り、

食事代を含めた全体を宿泊費とみなし、充当を可とする。 

➢ その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 

 

③ 飲食経費 

視察・研修等に伴う飲食に関する経費（茶菓代を除く。）には支出できない。 
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④ 整理・保管すべき関係書類 

➢ 当該視察・研修等について、日時・場所・行程・参加者・目的等を記載した活

動記録を作成し、整理・保管しておく必要がある。 

《例》活動記録簿（６８ページ、７０ページ参照） 

➢ 海外視察を行った場合には、上記の活動記録に加えて、視察の内容や成果等を

記載した報告書（様式自由）を作成し、整理・保管しなければならない。 

 

⑤ 按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につい

て政務活動費として支出できる。 

      

視察・研修等の目的 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 
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（６）調査委託費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため行う外部団体等への調査研究委託に

要する経費 

例    示 調査委託費、翻訳料等 

 

① 調査委託費 

当該調査研究等における成果物等は整理・保管しておく必要がある。 

 

② 整理・保管すべき関係書類       

契約書等の関係書類に加えて、調査研究委託の概要を記載した活動記録を作成

し、整理・保管しなければならない。 

《例》活動記録簿（７４ページ参照） 
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（７）資料購入・作成費 

内    容 
会派又は議員が議会審議や政務活動のため行う図書等の購入及び資

料作成に要する経費 

例    示 
書籍代、新聞・雑誌購読料、ＣＤ－ＲＯＭ等購入費、有料データベ

ース代、コピー代、印刷代、パネル代等   

 

① 書籍代 

図書券・図書カードの購入には充てられない。 

 

② 新聞・雑誌購読料        

➢ 議員が事務所や自宅等で政務活動のため購入する場合は原則として１紙(誌)当

たり１部（自宅用に購入する１紙（誌）を除く。）とし、会派において購入する

場合は１紙(誌)当たり３部までとする。 

➢ 政党機関紙（誌）にも充てることができる。 

 

③ 整理・保管すべき関係書類 

  契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 

 

④ 按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につい

て政務活動費として支出できる。 

購入・作成目的 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 
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（８）会議費  

内    容 会派又は議員が政務活動のため開催する会議に要する経費 

例    示 
講師等謝礼、会場・機器等借上代、通訳・速記代、会議に伴う茶菓

代、看板代、交通費等 

 

① 対象 

➢ 会派の総会・役員会・政策研究会等及び地域関係者や有識者、国会議員、区市

町村議会議員等との意見交換・勉強会等の会議・会合 

➢ 政党活動・後援会活動としての会議・会合には充てられない。 

 

② 交通費 

➢ 政務活動のため開催する会議等に要する交通費の実費を支出できる。 

➢ その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 

 

③ 飲食経費 

会議・会合に伴う飲食に関する経費（茶菓代を除く。）には支出できない。 

 

④ 整理・保管すべき関係書類 

当該会議等について、日時・場所・参加者・目的等を記載した活動記録を作成

することが望ましい。作成した場合は、整理・保管しておく必要がある。 

 

⑤ 按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につ

いて政務活動費として支出できる。  

      

 

 

会議等の目的 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 
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（９）グループ活動費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため行う都政に関連する議員連盟活動等

に要する経費 

例    示 議員連盟等年会費、視察参加費、交通費等 

① 対象          

➢ 会派内の議員連盟・研究会・プロジェクトチーム及び超党派の議員連盟（議会

事務局において事務補助を行うものを含む。）等の活動（会議・会合、勉強会、

視察等） 

➢ 政党活動・後援会活動としての活動に充てることはできない。 

 

② 交通費、宿泊費         

➢ 政務活動のため行うグループ活動に要する交通費、宿泊費の実費を支出できる。 

➢ その他の留意事項については、『交通費』『視察・研修費』のそれを準用する。

          

③ グループ活動費の支出に関する留意点 

➢ 会派内及び超党派の議員連盟等に支払う継続的な（年）会費については、一律

の支出を禁止し、支出の際に具体的な活動や使途が明確になっている場合に限

り、充当を認める。 

※ 年度末に当該年度の活動に要した経費を一括して支出することができる。 

➢ グループ活動に伴う飲食に関する経費（茶菓代を除く。）には支出できない。 

 

④ 整理・保管すべき関係書類 

当該活動等について、日時・場所・参加者・目的等を記載した活動記録を作成

することが望ましい。作成した場合は、整理・保管しておく必要がある。 

 

⑤ 按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につ

いて政務活動費として支出できる。 

 

 

 

 

  

活動目的 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 
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（10）政策推進等活動費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため行う政策推進に向けた活動、友好・交

流活動、要請・陳情活動、住民相談又は行事への参加に要する経費 

例    示 交通費、宿泊費、通信費、資料作成費、会場・機器等借上代等 

 

①  対象となる活動   

会派又は議員が政務活動のために行う以下の活動 

（ア）都政における重要政策の推進に向けた活動 

【対象となる活動の例】 

オリンピック・パラリンピックなどの政策推進を図るために、他県議会等

を訪問して協力依頼を行う活動 

（イ）他都市等との友好・交流活動 

 【対象となる活動の例】 

国内外の都市等との友好・交流を図るために、他都市等を訪問する活動 

（ウ）中央省庁や国会議員等に対する都政に関する要請・陳情活動 

（エ）都政に関する個別の住民相談 

※ 予め日時場所等を特定して開催する会議形式の住民相談会は『会議費』

として支出 

（オ）行政や地域団体等が主催する行事への参加  

   【留意点】 

   ＊ 主催する団体等の通知等により場所等が明確にされていること。 

    【対象となる行事の例】       

＊ 都や区市町村等が行う道路の開通式、施設の竣工式 

      ＊ 学校の入学式・卒業式 

      ＊ 地域団体等が主催する記念式典 

 

②  交通費、宿泊費         

➢ 政務活動のために行う政策推進に向けた活動、友好・交流活動、要望・陳情活

動等に要する交通費、宿泊費の実費に支出できる。 

➢ その他の留意事項は、『交通費』のそれを準用する。 
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③ 飲食経費 

政策推進等活動費に係る活動に伴う飲食に関する経費（茶菓代を除く。）には支

出できない。 

 

④ 整理・保管すべき関係書類       

当該活動について、日時・場所・参加者・目的等を記載した活動記録を作成し、

整理・保管しなければならない。 

《例》活動記録簿（６８ページ参照） 

  

⑤  按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につ

いて政務活動費として支出できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動目的 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 
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（11）広報紙（誌）発行費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため行う広報紙（誌）等の作成・発行に

要する経費 

例    示 
原稿料、作成委託料、デザイン代、写真代、コピー代、印刷・製本

代、はがき代、新聞折込代、送料等 

 

① 対象となる広報紙（誌）等の要件 

➢ 会派又は議員が作成・発行するもので、主に都民を対象とし、都政に関連した

内容であること。 

➢ 都民からの意見を募るため、例えば「ご意見をお寄せください。」等の文言及び

電話・ＦＡＸ番号やメールアドレス等の受付先を必ず掲載すること。 

➢ 政党機関紙の形式を取るものには充てることができない。  

➢ 広報紙（誌）等の配布場所は原則として都内とする。ただし、配布方法は問わ

ない。(郵送、新聞折込、街頭・事務所等での配布、ポスティング等）  

➢ 商業紙・ミニコミ誌等の一部に都政報告等を掲載する場合は、内容が都政に関

連したものであること､｢ご意見をお寄せください｡」等の文言及び受付先を掲載

すること、経費を会派又は議員が支出していることなど、広報紙(誌)の要件を

満たせば充てることができる。 

  

② はがき代・送料           

年賀状等のあいさつ状、慶弔電報等の購入には充てられない。 

 

③  整理・保管すべき関係書類        

  契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 

   なお、当該発行又は作成した広報紙(誌)について、見本(説明資料用)として１

部は整理・保管しておく必要がある。 

 

④ 按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につい

て政務活動費として支出できる。   
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※ 合理的に説明できる割合の例 

紙（誌）面の面積・分量等の合理的な方法により、政務活動とその他の議員

活動(政党活動、後援会活動等)の内容を按分する場合  

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報紙（誌）の内容 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 

紙 (誌 )面の総面積・総分量等
政務活動を内容とする面積・分量等

按分割合(％) ＝
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（12）ホームページ作成・管理費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため行うホームページ・ブログ等の作成 

・管理に要する経費       

例    示 ホームページ・ブログ作成管理委託料、保守料等 

 

① 対象となるホームページ等の要件      

➢ 会派又は議員が作成するもので、主に都民を対象とし、都政に関連した内容で

あること。  

➢ 都民からの意見を募るため、例えば「ご意見をお寄せください。」等の文言及び

電話・ＦＡＸ番号やメールアドレス等の受付先を必ず掲載すること。 

 

② 整理・保管すべき関係書類 

契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 

 

③ 按分          

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につい

て政務活動費として支出できる。      

また、個人やペット、趣味の紹介等の私的活動が混在する場合は、合理的に説

明することができる割合又は 1/4 を上限とする割合で適切に按分した額を支出

できる。         

    

ホームページ等の内容 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 

私的活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/4を上限とする適切な額 
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（13）政策広報費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため行う音声による広報・広聴活動に要す

る経費 

例    示 
会場・機器等借上代、通訳・速記代、会議に伴う茶菓代、看板代、機

材費、自動車リース代、道路使用許可申請手数料、交通費等 

 

① 対象となる活動         

（講演・集会）         

都政報告会、政策講演会、対話集会等の地域関係者等を対象とした講演・集会

等による広報・広聴活動     

（街頭等における活動）       

街頭や広報車等により音声等を用いて行う演説等の不特定多数を対象とした広

報・広聴活動 

 

② 交通費 

➢ 政務活動のため行う街頭等における活動、講演・集会に要する交通費の実費を

支出できる。      

➢ その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。  

 

③ 整理・保管すべき関係書類 

当該活動等について、日時・場所・参加者・目的等を記載した活動記録を作成

することが望ましい。作成した場合は、整理・保管しておく必要がある。 

 

④ 按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につ

いて政務活動費として支出できる。      

 

 

 

 

 

        

活動目的 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 
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（14）会費 

内    容 
会派又は議員が政務活動のため行う各種団体等が主催する会合等へ

の参加に要する経費 

例    示 地域団体等が主催する会合の会費、年会費、交通費等 

 

① 対象となる経費         

（会 費） 

➢ 各種団体・地域団体等が主催するもので、議員が政務活動に係る意見交換や情

報収集等を目的として参加する会合等の会費及びこれに類するもの 

➢ その金額が社会通念上妥当な範囲で明確に定められた、次の金額を限度とする

実費額に充てられる。 

 

 

 ＜留意点＞         

＊ 他団体が主催する会合等であること。 

＊ 主催する各種団体等の通知等により金額、場所等が明確にされていること。 

＊ 議員が所属する町内会やＰＴＡ、趣味の会など私的又は個人的に関係する

会合、一つの企業等が開催する会合、政党・政治家等が主催するパーティ

ー等には充てられない。 

＊ 公職選挙法の寄附に当たる場合は支出できない。(５ページ参照)  

＊ 意見交換を伴わない場合や懇親・親睦、飲食を主目的とする場合には支出

できない。 

 

（年会費） 

➢ 議員が政務活動に係る意見交換や情報収集等を目的として加盟する各種団

体・地域団体等の年会費及びこれに類するもの 

➢ その金額が社会通念上妥当な範囲内である必要がある。   

 

 

 

 

限度額 

10,000 円（一人１回当たり） 
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② 交通費  

➢ 政務活動のため参加する会合等に要する交通費の実費を支出できる。 

➢ その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 

 

③ 整理・保管すべき関係書類 

当該会合等について、日時・場所・名称・参加目的等を記載した活動記録を作

成し、整理・保管しておく必要がある。 

   《例》活動記録簿（６８ページ参照） 

 

 

④ 按分 

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、

合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額につ

いて政務活動費として支出できる。     

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合等の目的 政務活動費として支出できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 
経費のうち合理的に説明できる割合

又は 1/2を上限とする適切な額 
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Ⅱ  手 続 編 
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１ 交付手続 

（１）交付の申請 

    会派の代表者は、毎年度４月１０日までに、知事に対し政務活動費の交付を申

請します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）交付額の決定及び通知 

 申請を受け、知事は、速やかに交付額を決定し、会派の代表者に通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）交付の請求 

   通知を受け、会派の代表者は、毎月、知事に対し当該月分の政務活動費を請求

します。 

 

 

 

 

 

（４）会派への交付 

   請求を受け、知事は、会派に対し速やかに政務活動費を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第５条 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条 
 

◇申請書：規則 別記第１号様式 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第６条 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則第３条 
 

◇通知書：規則 別記第２号様式 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第７条第１項 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第７条第２項 
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２ 会派結成の届出 

  会派(所属議員が一人の場合を含む。)を結成し、又は名称、所属議員等の変更等

を行う場合は、その旨を議長に届け出なければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 経理責任者 

  会派の代表者は、経理責任者を定め、知事及び議長に届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 会計帳簿、領収書等の整理、保管及び保存 

  経理責任者は、政務活動費に係る会計帳簿、領収書、議長が定める書類（※）等

の整理及び保管を行い、その適正な執行に努める必要があります。 

また、経理責任者は、会計帳簿等を、収支報告書及び領収書等を提出すべき期限

の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければなりません。 

※ 「議長が定める書類（平成 30 年度支出分から）」･･･視察・研修の活動記録簿、

海外視察の報告書、調査委託の活動記録簿、会合等の参加の活動記録簿、政策

推進等活動の活動記録簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第９条 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第４条第３項 
 

◇ 様式：規程 別記第２号様式 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第４条第１項 

   及び第２項 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第２条第１項及び 

第２項 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第２条 
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５ 収支報告 

（１）収支報告書及び領収書等の提出 

   会派の代表者は、政務活動費の収支報告書を毎年度４月３０日までに議長に提

出し、併せて領収書等を提出する必要があります。 

 なお、会派が消滅した場合は、その翌日から起算して３０日以内に議長に提出

しなければなりません。 

  

 

 

 

 

 

（２）収支状況報告書 

   政務活動費の適正な執行を確保するため、会派代表者は、四半期ごとに政務活

動費の収支状況報告書を議長に提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

（３）剰余金の返還 

 会派の代表者は、政務活動費の額の確定後、交付を受けた政務活動費に剰余が

ある場合は、速やかに返還する必要があります。 

 

 

 

 

６ 議長の調査 

  議長は、収支報告書及び収支状況報告書の提出を受けたときは、必要に応じ調査

を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第 10条及び第 15条 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第５条 
 

◇様式：規程 別記第３号様式 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第６条第１項 
 

◇様式：規程 別記第４号様式 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第 12条 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第 10条第３項 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第６条第２項 
 

◇様式：規程 別記第５号様式 
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７ 東京都議会政務活動費調査等協議会 

議長は、調査に際し専門的見地から意見を聴くため、議長が指名する三人以内の

学識経験者で構成する東京都議会政務活動費調査等協議会を設置します。 

協議会は、収支報告書及び領収書等に関し、検査を行い、必要があると認めると

きは、会派との意見交換等を行うことができます。 

また、協議会は、必要があると認めるときは、議長又は会派に対し、活動費に関

する指導・助言を行うことができます。 

協議会の構成員は、職責を果たす上で知り得た秘密の守秘義務を負います。 

 

 

 

 

８ 収支報告書及び収支状況報告書並びに領収書等の公表及び閲覧等 

  議長は、提出された収支報告書及び収支状況報告書を公表し閲覧に供します。 

何人も領収書等の写しの閲覧を請求することができ、議長は、都議会情報公開条

例に定める非開示事項を除き、領収書等の写しを閲覧に供します。 

  また、閲覧に供した収支報告書及び領収書等の写しは、都議会ホームページにも

掲載し、公表します。（平成２９年４月１日交付分から） 

  議長は、提出された収支報告書及び領収書等を、提出すべき期限の翌日から起算

して５年を経過する日まで保存します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

９ 税法上の取扱い 

  会派は、税法上「人格なき社団」とされ、原則として非課税ですが、収益事業を

行った場合、その範囲において課税されます。 

しかし、会派は、政務活動費を使用して収益事業を行うことはできないことは当

然ですが、政務活動費の剰余金は返還するものとされているので、課税されること

はありません。 

  なお、税務当局は、税務調査権を有しているため、税務調査に入ることがありま

す。適切に対応するためにも、会計帳簿・領収書等の関係書類の整理・保管を行い、

政務活動費の適正な執行に努めることが求められます。 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第 16条 

○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程第７条、第８条及び第９条 

○東京都議会情報公開条例第４条及び第７条 

○東京都議会の保有する情報の公表・提供に関する要綱第３ 

◎ 根拠規定 

○東京都政務活動費の交付に関する条例第 10条の２ 
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① 申請・交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 収支状況報告（四半期毎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公表（議会図書館） 

7月･10月･1月･4月下旬 

収支状況報告書提出 
(規程 別記第４号様式) 

議長 

当該年度分の交付申請 
(規則 別記第１号様式) 

交付額の決定、通知 
(規則 別記第２号様式) 

当該月分の請求 

4月 10日まで 

会派の届出口座に振込 

交付 

毎月当初 

提出先：議会局経理課 

提出先：議会局経理課 

会派の代表者 

会派の代表者 

知事 

知事 

会派の代表者 

提出先：議会局経理課 

調査 

（議会局によるチェック） 

指導・助言 

意見交換 

(抽出検査) 

 

議長 協議会 

会派 

事務手続の流れ 
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③ 年度終了後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定額の通知 

（規則 第３号様式） 

 

※剰余金がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

領収書等 

の写し 

収支報告書の

送付、審査 

提出期限 4月 30日 

会派の代表者 

提出先：議会局経理課 議長 

収支報告書提出 
(規程 別記第３号様式) 

提言・意見 

知事 

議長 協議会 指導・助言 

意見交換 

抽出検査 

 
会派 

活動費の額の確定 

請求による閲覧 

(議会局経理課) 

 

調査 

（議会局によるチェック） 

領収書等を併せて提出 
 

剰余金の返還（納付） 

会派の代表者 

 

（議会図書館） 

収支報告書 

 

 

 
公表 

都 議 会 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 

（平成２９年４月１日交付分から） 
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① 収支状況報告書（四半期ごと）  

  ② 収支報告書 

  ③ 領収書等の写し 

  ④ 会計帳簿の写し 

  ⑤ 視察・研修の活動記録簿（平成 30年度支出分から） 

  ⑥ 海外視察の報告書（平成 30年度支出分から） 

  ⑦ 調査委託の活動記録簿（平成 30年度支出分から） 

  ⑧ 会合等の参加の活動記録簿（平成 30 年度支出分から） 

  ⑨ 政策推進等活動の活動記録簿（平成 30年度支出分から） 

 

 <公表方法> 

①～② 都議会図書館において閲覧に供する。 

 ②～⑨ 議会局経理課閲覧室で閲覧に供するほか、都議会ホームページで公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出・公表資料一覧 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ  資 料 編 
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１ 参考様式及び記入例 

  

【既定の様式】 

（１）収支報告書（第３号様式）････････････････(様  式)  44ページ 

                       (記 入 例)  45ページ 

（２）収支状況報告書（第４号様式）････････････(様  式)  46ページ 

 

  

【参考様式】 

（３）政務活動依頼書･･････････････････････････(参考様式)  48ページ 

                        (記 入 例)  49ページ 

（４）政務活動費会計帳簿･･････････････････････(参考様式)  50ページ 

                        (記 入 例)  51ページ 

（５）政務活動費会計帳簿集計表････････････････(参考様式)  52ページ 

                        (記 入 例)  53ページ 

（６）政務活動費領収書等貼付用紙･･････････････(参考様式)  54ページ 

                        (記入例１)  55ページ 

 

                       (記入例３)   57 ページ 

（７）政務活動費支払証明書････････････････････(参考様式)  58ページ 

                        (記 入 例)  59ページ 

（８）雇用契約書･･････････････････････････････(参考様式)  60ページ 

                        (記 入 例)  61ページ 

（９）職員従事協定書･･････････････････････････(参考様式)  62ページ 

                        (記 入 例)  63ページ 

（10）勤務実績表（臨時職員等）････････････････(参考様式)  64ページ 

                        (記 入 例)  65ページ 

（11）備品台帳････････････････････････････････(参考様式)  66ページ 

                        (記 入 例)  67ページ 

（12）活動記録簿･･････････････････････････････(参考様式)  68ページ 

                        (記 入 例)  69ページ 

（13）活動記録簿（視察報告）･･････････････････(参考様式)  70ページ 

                        (記 入 例)  72ページ 

（14）活動記録簿（調査委託）･･････････････････(参考様式)  74ページ 

                        (記 入 例)  75ページ 

(記 入 例)  47ページ 

(記入例２)  56ページ 
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（１）収支報告書（第３号様式） 

 

 

 

様 式 



45 
 

 

 

記入例 
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（２）収支状況報告書（第４号様式） 

 

 

様 式 



47 
 

 

 

記入例 
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（３）政務活動依頼書 

 

 

 

  年  月  日 

所 属 議 員 各 位 

会 派 名  

代表者名         印 

 

政 務 活 動 依 頼 書 
 

政務活動を下記のとおり依頼します。 

記 

１ 活動内容 

東京都政務活動費の交付に関する条例第１条の２第１項に規定する政務

活動で、次に例示する分野に関するもの 
 

(１)教育 (８)環境 

(２)文化・スポーツ (９)まちづくり 

(３)暮らしと住まい (10)道路･交通 

(４)福祉・人権 (11)防災･安全 

(５)健康･医療 (12)計画･財政･税 

(６)雇用･労働 (13)その他都政・都議会の重要課題 

(７)経済･産業  

２ 依頼期間 

      年  月  日 から     年  月  日まで 

３ そ の 他 

(1) 政務活動費の充当に当たっては、東京都政務活動費の交付に関する条例

第１条の２第２項及び別表に規定する使途基準に従うこと。 

 

(2) 各所属議員の事務所については、会派の地域支部として位置づけ、会派

の政務活動のために使用するものとする。 

 

(3)その他不明な点は、会派代表者との協議により決定する。 

 

※ あて先は「○○ ○○様」など、各個人あてでもよい。 

参考様式 

※ 
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平成○○年○○月○○日 

所 属 議 員 各 位 

会 派 名 都議会 ○○党  

代表者名 ○△ □○   印 

 

政 務 活 動 依 頼 書 
 

政務活動を下記のとおり依頼します。 

記 

１ 活動内容 

東京都政務活動費の交付に関する条例第１条の２第１項に規定する政務

活動で、次に例示する分野に関するもの 
 

(１)教育 (８)環境 

(２)文化・スポーツ (９)まちづくり 

(３)暮らしと住まい (10)道路･交通 

(４)福祉・人権 (11)防災･安全 

(５)健康･医療 (12)計画･財政･税 

(６)雇用･労働 (13)その他都政・都議会の重要課題 

(７)経済･産業  

２ 依頼期間 

  平成□○年 ４月 １日 から 平成□△年 ３月３１日まで 

３ そ の 他 

(1) 政務活動費の充当に当たっては、東京都政務活動費の交付に関する条例

第１条の２第２項及び別表に規定する使途基準に従うこと。 

 

(2) 各所属議員の事務所については、会派の地域支部として位置づけ、会派

の政務活動のために使用するものとする。 

 

(3) その他不明な点は、会派代表者との協議により決定する。 

記 入 例 
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（４）政務活動費会計帳簿  

      

 

平成 　　 年 　　 月　　　　政務活動費   会計帳簿

月　計

会派名

(単位：円）

累　計

月 日 項目名
会派
又は

議員名
摘要 収入額

支出額
（総額）

按分
支出額

（按分後）
差引残高

領収書

№

Ｎｏ.

参考様式 
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支出額 支出額

（総額） （按分後）

4 3 政務活動費受入 7,500,000

4 5 事務費 都議会○○ 10,000 1/2 5,000 7,495,000  4- 1

4 7 資料購入・作成費 都議会○○ 12,000 12,000 7,483,000  4- 2

4 23 事務費 都議会○○ 90,000 1/2 45,000 7,438,000  4- 3

4 25 人件費 都議会○○ 600,000 1/2 300,000 7,138,000  4- 4

4 7 資料購入・作成費 東京太郎 800 800 7,137,200  4- 5

4 18 事務所費 東京太郎 180,210 1/2 90,105 7,047,095  4- 6

4 12 視察・研修費 東京花子 32,500 32,500 7,014,595  4- 7

4 23 事務所費 東京花子 150,000 1/2 75,000 6,939,595  4- 8

4 15 事務費 東京次郎 10,000 1/2 5,000 6,934,595  4- 9

4 28 会費 東京次郎 5,000 5,000 6,929,595  4- 10

5,250,000 3,500,000 4,000,000

5,250,000 3,500,000 4,000,000

支出額 支出額

（総額） （按分後）

5 1 前月繰越額 4,000,000

5 8 政務活動費受入 11,500,000

 5- 1

 5- 2

7,000,000 5,500,000 2,000,000

12,250,000 9,000,000 6,000,000

(単位：円）

累計 15,000,000

5月計 7,500,000

按分 差引残高日 項目名
会派
又は

議員名
摘　要

領収書

No.

５月分（15人×50万円） 7,500,000

累計 7,500,000

平成○年 ５月　  政務活動費　 会計帳簿

月 収入額

4月計 7,500,000

賃料(振込手数料を含む)（５月分）

電気代（３月分）

地域▲▲振興団体会費

ノートパソコン購入

雇用職員の給料（４月分、３名）

書籍代（観光白書）

賃料(振込手数料を含む)（５月分）

○○調査のための出張旅費

領収書

No.

４月分（15人×50万円） 7,500,000

コピー用紙代

新聞購読料（4月分 ▲▲新聞ほか２紙）

平成○年 ４月　  政務活動費　 会計帳簿

(単位：円）

月 日 項目名
会派
又は

議員名
摘　要 収入額 按分 差引残高

都議会○○Ｎｏ１

Ｎｏ２

❶ 会計帳簿の「領収書No」欄の整理番号と、個々の貼付用紙の番号を一致させる。

⇒ 整理番号は、４月分の支出なら、「４－〇」と記載

❷ 「会派又は議員名」欄を設け、貼付用紙を見なくても支出の主体がわかるようにする。

❸ 「摘要」欄は、記入例のように支出内容を具体的かつ簡潔に記載する。

❹ 月ごとの合計と、累計の収支状況がわかるようにする。

１２

３

４

都議会○○

〔ポイント〕

記 入 例 
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（５）政務活動費会計帳簿集計表  

 

 

  平
成

　
　

　
年

度
　

政
務

活
動

費
　

会
計

帳
簿
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計
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円
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月
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月
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月

計
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月
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月
計

１
０

月
１

１
月

１
２

月
計

１
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２
月

３
月

計

人
件

費

事
務

所
費

事
務

費

交
通

費

視
察

・
研

修
費

調
査

委
託

費

資
料

購
入

・
作

成
費

会
議

費

ｸ
ﾞ

ﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟ

活
動

費

政
策

推
進

等
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費

広
報

紙
・

誌
発

行
費

H
P

作
成

・
管

理
費

政
策

広
報

費

会
費

繰
　

越
　

額

第
１

四
半

期
第

２
四

半
期

第
３

四
半

期
第

４
四

半
期

計

収
　

　
　

　
入

調 査 活 動 補 助 費 調 査 ・ 政 策 立 案 費 広 報 ・ 広 聴 活 動 費

支
　

　
　

　
出

参考様式 
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 平
成

 ○
　

年
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政

務
活
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費

　
会

計
帳

簿
集

計
表

会
派
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月
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月
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月
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月
８
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０
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２
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２
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0
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0
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（６）政務活動費領収書等貼付用紙 

 

 

 

参考様式 
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記入例１（事務費） 
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記入例２（交通費） 
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記入例３（会費） 
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（７）政務活動費支払証明書  

 

 

参考様式 
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記入例 
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（８）雇用契約書 

 

 

雇 用 契 約 書 

ふりがな  生 年 月 日 

氏   名  年  月  日生 

現 住 所 
 

電話 

下記の条件で契約します。 

雇 用 期 間     年  月  日 から     年   月   日まで 

就 業 場 所  

職 務 内 容  

就 業 時 間 

（休憩時間） 

午前･午後   時   分 から 午前･午後    時   分まで 

 （                            ） 

休 日  

給与（賃金）  

給 与 支 払  

給与振込先  

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。 

契約書は２通作成し、双方が各１通を保管する。 

年     月     日 

 

          雇 用 者                    印 

 

          被雇用者                    印 

 

参考様式 



61 
 

 

 

 

雇 用 契 約 書 

ふりがな    まるさんかく しかくまる 生 年 月 日 

氏   名 ○ △  □ ○ 昭和○○年 △月 □日生 

現 住 所 
 △△区□□１－２－３ 

電話 03-○○○○-○○○○ 

下記の条件で契約します。 

雇 用 期 間 平成○○年 △月 □日 から   平成○○年 △月△□日まで 

就 業 場 所 □□市△△４－５－６ ○○事務所 

職 務 内 容 政務活動補助事務 ・ 後援会事務 等 

就 業 時 間 

（休憩時間） 

午前･午後  ９時 ００分 から 午前･午後  ５時 ３０分まで 

 （内、休憩時間は ○時 □分 から○時 □分まで） 

休 日 土・日・祝日・年末年始  

給与（賃金） 月額 ○○○,○○○円   ※ 別途、賞与・交通費の支給あり 

給 与 支 払 毎月  ○○ 日締切り  ○○ 日支払い 

給与振込先 ○○銀行 ○○支店 普通 口座番号 ○○○○○○○○ 

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。 

契約書は２通作成し、双方が各１通を保管する。 

平成○○年 △月 □日 

 

          雇 用 者   会派名又は議員名         

                      ○ ○ ○ ○     印 

 

          被雇用者   住所  △△区□□１－２－３ 

氏名  ○ △  □ ○     印 

 

記入例 
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（９）職員従事協定書 

 

 

職 員 従 事 協 定 書 

ふりがな  生 年 月 日 

氏  名  

 

 昭和  年  月  日生 

 

従 

 

事 

 

者 現 住 所 

 

 

               電話：  

従事元を甲とし、従事先を乙として、甲の上記従業員を下記条件で乙に従事させます。 

従 事 期 間 平成  年  月  日 から  平成  年  月  日まで 

従 事 場 所  

職 務 内 容  

従事日・時間  

費用負担等  

支 払 方 法   

そ の 他 
 この協定書に定めるもののほか、従事の取扱に関し疑義が生じた場合

は、甲乙協議の上これを定める。 

 本協定の証として本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

   平成    年    月    日 

 

     （甲）  

                              印 

 

     （乙）  

                              印 

 

参考様式 
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職 員 従 事 協 定 書 

ふりがな まるさんかく しかくまる 生 年 月 日 

氏  名 ○ △  □ ○ 

 

 昭和○○年 △月 □日生 

 

従 

 

事 

 

者 現 住 所 

 

△△区□□１－２－３ 

               電話： ０３-○○○○-○○○○ 

従事元を甲とし、従事先を乙として、甲の上記従業員を下記条件で乙に従事させます。 

従 事 期 間 平成○○年 △月 □日 から   平成○○年 △月△□日まで 

従 事 場 所 △△区△△４－５－６ ○○事務所 

職 務 内 容 政務活動補助事務及び後援会関係事務 

従事日・時間 毎週月曜日から金曜日まで、週○○時間（※） 

費用負担等 月額○○万円を乙が負担する。（※） 

支 払 方 法 
 当月分を翌月上旬に甲が乙に請求し、乙は甲の請求書を受理した日か

ら３０日以内に甲の指定口座あてに支払う。 

そ の 他 
 この協定書に定めるもののほか、従事の取扱に関し疑義が生じた場合

は、甲乙協議の上これを定める。 

 本協定の証として本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

   平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 

     （甲） （従事元） 派遣元の代表者名 

                    ○ ○  ○ ○  印 

 

     （乙） （従事先会派名） 

            東京都議会議員 ○ ○  ○ ○  印 

 
（※）「従事日・時間」「費用負担等」については、政務活動への従事分を記載する。 

記入例 
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（10）勤務実績表（臨時職員等） 

 

 

 

勤務実績表（臨時職員等）

 月分

1   ～  

2   ～  

3   ～  

4   ～  

5   ～

6   ～

7   ～  

8   ～  

9   ～  

10   ～  

11   ～  

12   ～

13   ～  

14   ～  

15   ～

16   ～

17   ～

18   ～

19   ～

20   ～

21   ～

22   ～

23   ～

24   ～

25   ～

26   ～

27   ～

28   ～

29   ～

30   ～

31   ～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏     名

業   務   内   容日 曜日 勤　務　時　間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式 
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4 月分 　　○　○　　　□　□

1 水 9:00～18:00

2 木 9:00～18:00

3 金 9:00～18:00

4 土 　

5 日 　

6 月 9:00～18:00

7 火 9:00～18:00

8 水 9:00～18:00

9 木 9:00～18:00

10 金 9:00～18:00

11 土 　

12 日 　

13 月 9:00～18:00

14 火 9:00～18:00 政務活動及び後援会活動の事務補助（都民相談応対等）

15 水 9:00～18:00

16 木 9:00～18:00 政務活動（都民相談応対、△△保育所の視察等）

17 金 9:00～18:00

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

氏     名

政務活動及び後援会活動の事務補助（会派○○連絡会議出席等）

政務活動（□□商店街総会で意見交換、都議会で○○施策の打合せ等）

政務活動（駅頭で都政報告の補助、○○省と◇◇施策の打合せ等）

　

　

　

政務活動（議員ホームページの作成等）

政務活動（□□協会との意見交換、都議会で○○施策の打合せ等）

政務活動及び後援会活動の事務補助（都政報告資料作成等）

政務活動及び後援会活動の事務補助（○○再開発事業組合と打合せ等）

日 曜日

　

政務活動及び後援会活動の事務補助（都政報告会の運営等）

政務活動（都立△△病院の視察等）

政務活動（○○区の福祉政策を調査、都政報告会の打合せ等）

政務活動（都政報告資料作成のため図書館で調査、都民相談対応等）

勤務時間 業   務   内   容

《留意点》
  ○ 政務活動の有無が分かるよう、業務内容を簡潔に記載してください。

勤務実績表（臨時職員等）

記入例 
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（11）備品台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会
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．
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帳
参考様式 
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．
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取
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□
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○
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Ｃ
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台
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。

個
別

に
機

器
を

識
別

で
き

る
情

報
を

記
載

す
る

。

廃
棄

処
分

し
た

場
合

の
表

記
。

備
考

に
処

分
日

付
を

記
載

す
る

。

取
得

総
額

を
記

載
す

る
。

按
分

割
合

に
よ

り
政

務
活

動
費

か
ら

充
当

す
る

。

保
管

場
所

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

廃
棄

や
保

管
場

所
変

更
な

ど
の

場
合

に
、

わ
か

り
や

す
く
記

載
す

る
。

本
台

帳
は

、
取

得
価

格
５

万
円

以
上

の
物

品
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

記 入 例 
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（12）活動記録簿 

            活 動 記 録 簿 

会派・議員名            

年 月 日   

場 所  

相 手 方   

参 加 者 氏 名   

目 的 ・ 内 容  

結 果  等  

 

 

 

活動に要した  

経    費 

交 

 

通 

 

費 

行 先 利用交通機関 利用区間 金  額 

   円 

   円 

   円 

   円 

   円 

   円 

宿泊費 内訳： 円 

資料購入費 内訳： 円 

会費 内訳： 円 

その他 内訳： 円 

   

   

合   計 円 

備    考  

 
 

参考様式 

※  この活動記録簿には、①政務活動のために視察・研修を行ったとき、②会派、議員が主催

する会議を行ったとき、③政務活動に係る会合等に参加したとき、④広報活動を行ったとき、

⑤政策推進等活動費に係る活動を行ったとき等に必要な内訳等を記載してください。 
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 活 動 記 録 簿 

会派・議員名  ○○  ○○      

年 月 日   平成○○年○○月○○日 ～ 平成○○年○○月○○日 

場 所  ○○県議会  ※訪問先を具体的に記載ください 

相 手 方   ▲▲▲▲党○○県議団  ※相手方を具体的に記載ください 

参 加 者 氏 名   ○○○○、△△△△、□□□□ ※参加者全員を記載ください 

目 的 ・ 内 容  

結 果  等  

○○県における観光産業振興の取組についてのヒヤリング及び関連施

設○○センターの視察 

 ※具体的な目的・内容を記載ください。報告書等活動内容が確認でき

る資料があれば添付ください 

活動に要した  

経    費 

交 

 

通 

 

費 

行 先 利用交通機関 利用区間 金  額 

○○県議会 JR 新幹線 東京～○○ ○○,○○○円 

〃  タクシー 
○○～○○県

庁 
○,○○○円 

○○センター  ○○バス 
○○県庁～○

○ 
○,○○○円 

   円 

   円 

宿泊費 内訳：１2,000×３名 36,000 円 

資料購入費 内訳： 円 

会費 内訳： 円 

その他 内訳： 円 

   

   

 合   計 ○○,○○○円 

備    考  

記入例 

※  この活動記録簿には、①政務活動のために視察・研修を行ったとき、②会派、議員が主催す

る会議を行ったとき、③政務活動に係る会合等に参加したとき、④広報活動を行ったとき、

⑤政策推進等活動費に係る活動を行ったとき等に必要な内訳等を記載してください。 
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（13）活動記録簿（視察報告） 

 

 

 

時間等

行　　先 利用交通機関 金　　額 備　考

資料購入費

合　　計

会費

活動に要

した経費

交
通
費

宿泊費

その他

内容等

目　　的

日程概要

場　　所
(施設）

参加者氏名

年 月 日 平成　　年　　月　　日（　）～平成　　年　　月　　日（　）

            活動記録簿（視察報告）

利用区間

会派・議員名

月日（曜日）

参考様式 
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視　　察
報　　告

《参考資料》

　※  この活動記録簿（視察報告）の様式は、政務活動のため、２日以上視察を行った
    ときなど、手引記載（Ｐ６０）の「活動記録簿」では十分に記載できない場合に、ご使
    用ください。

 ※　この活動記録簿（視察報告）の様式は、政務活動のため、２日以上視察等を行った
　　ときなど、手引記載（Ｐ６８）の「活動記録簿」では十分に記載できない場合に、ご使
　　用ください。
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時間等

16時～17時

9時～12時

13時～16時

10時～12時

14時～17時

19時～20時

行　　先 利用交通機関 金　　額 備　考

○△ 全日空 50,000円 往復

○△県庁 ○○バス 1,500円 500×3

○特養ホーム タクシー 5,000円 2,500×2

△福祉センター タクシー 2,000円

□老人センター タクシー 2,500円

○△空港 タクシー 6,500円

108,000円

その他

175,500円

宿泊費 12,000×3名×３泊

資料購入費

会費

合　計

□老人センター⇒○△空港

利用区間

東京（羽田）⇔○△

○△空港⇒○△県庁

○△県庁前⇔○特養ホーム

□ホテル前⇒△福祉センター

△福祉センター⇒□老人センター

交
通
費

会派・議員名　東京　太郎

　　　　　活動記録簿（視察報告）

場　　所
(施設）

参加者氏名

年 月 日 平成○○年１１月８日（月）～平成○○年１１月１０日（水）

○△県高齢者福祉部
○特別養護老人ホーム
  等３施設

新宿太郎議員、立川花子議員、渋谷次郎（新宿
太郎議員の雇用職員、△△△○○○○○のため同行）

月日（曜日）

11月8日（月）

内容等

目　　的

日程概要

○△県の高齢者福祉施策の現状
と課題等調査のための視察

東京（羽田）発　　○△着　　　　　（○△泊）

11月9日（火） ○△県高齢者福祉部、県の事業・課題の調査

〃

〃 ○△発　　東京（羽田）着

○特別養護老人ホーム視察　　　　（○△泊）

11月10日（水） △高齢者福祉センター視察

〃 □老人デイサービスセンター視察　（○△泊）

活動に要

した経費

※１ 政務活動費充当の対象
となる参加者全員の氏名
を記載してください。

２ 会派政調会職員や議員
の雇用職員等を同行させ
たときはその役割等を記
載してください。

※ 調査テーマ等を具体的に記載するなど、目的と都

政との関わりが分かるように記載してください。

※ 政務活動時間が分かる程度（午前・午後、何時から何時まで等）に活動内容を記載して

ください。（活動内容等の詳細は、別に「視察報告」欄に記載してください。）

※ 視察に要した経費の総額とその内訳を項目別に記載してください。
なお、手引で基準額、限度額を設けている経費（交通費、宿泊費等）
について、政務活動費の充当できる金額は、その基準額等の範囲内
となります。

※ 場所や施設は具体的
に記載してください。

記入例 
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 ※　この活動記録簿（視察報告）の様式は、政務活動のため、２日以上視察等を行った
　　ときなど、手引記載（Ｐ６０）の「活動記録簿」では十分に記載できない場合に、ご使
　　用ください。

　

　２　○特別養護老人ホームの視察

　３　△高齢者福祉センターの視察

　４　□老人デイサービスセンターの視察

　

《参考資料》
　「○△県の高齢者福祉事業の概要（平成○□年度版）」

視　　察

報　　告

　※　視察先から配布された資料等を記録しておく場合等に、
　　  記載してください。

　
　※　上記「１」と同様。

　
　※　上記「１」と同様。

１　○△県の高齢者福祉施策の現状と課題の調査

　　　県高齢者福祉部を訪れ、○○部長から、高齢者福祉施策の現状と

　 今後の課題についての説明を受けた（「○△県の高齢者福祉事業の

　概要（平成○□年度版）参照）。□課長、△課長も同席された。

　　その後、次のような意見交換を行った。

　　・

　　・

　
　※　上記「１」と同様。

  ※　［　記載項目例　］
　
　　　　　① 面談者や説明者の役職と氏名
　　　　　② 説明を受けた内容
　　　　　③ 意見交換の内容や感じたこと（評価できる事項や
　　　　　　 問題点）
　　　　　④ 視察の内容や視察先の状況、感じたこと
　　　　　⑤ 都政への反映の方法や今後の政務活動への活用の
　　　　　　 方法等
　　　　　⑥ 配布された資料名や視察時の写真　　　　　など

　※  この活動記録簿（視察報告）の様式は、政務活動のため、２日以上視察を行った
    ときなど、手引記載（Ｐ６６）の「活動記録簿」では十分に記載できない場合に、ご使
    用ください。

 ※　この活動記録簿（視察報告）の様式は、政務活動のため、２日以上視察等を行った
　　ときなど、手引記載（Ｐ６８）の「活動記録簿」では十分に記載できない場合に、ご使
　　用ください。
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（14）活動記録簿（調査委託） 

 

 

 

所在地

委託期間   平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

内容・
結果等

委託先
代表者名

委託金額

            活動記録簿（調査委託）

会派・議員名　

件　　名

目　　的

参考様式

※  この活動記録簿には、政務活動のための調査研究委託を行ったときに必要な内訳等を記載し

てください。 
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所在地

　○○○円

代表者名 　東京　太郎

東京都○○区○○○

            活動記録簿（調査委託）

会派・議員名　●●　○○○○

（財）○○研究センター

件　　名  ○○に関する調査委託について

目　　的
 ○○に関する今後の取組の参考とするため、都民の意識や行政
 ニーズ等に関して調査する

（内　容）
　○○の都民○○人を対象に、○○に関する意見・取組状況を確
認するとともに、行政に対する要望等を把握するための調査を委
託

（結　果）
　調査結果から、○○に関して、都民は○○や○○に懸念や問題
意識を有していることが伺われ、○○に向けた取組を推進する必
要があり、今後の議会質疑や政策提案等に活かしていきたい。

内容・
結果等

委託先

委託金額

委託期間   平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

記入例

※  この活動記録簿には、政務活動のための調査研究委託を行ったときに必要な内訳等を記載し

てください。 
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② 政務活動費専用のポイントカードを作成し使用する。 

所持しているポイントを毎回必ず使用し、ポイントで割り引い 

  た後の金額に政務活動費を充てる。 

２ Ｑ＆Ａ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Q１ 支払において実質的な値引きとなるポイントが発生した場合 

＊ 商品購入金額に応じてポイントが発生し、次回の商品購入時にポイントを金額換算

した分の値引きが受けられるサービスをいう。このポイントは確実に金額換算するこ

とが可能であるため、実質的な値引きと考えられる。 

 
A１ ポイントサービスにより実質的に商品価格が値引きとなる場合、実際 

の支出額とは区別し、政務活動費を充てる額を明確にする必要がある。 

    

《例》① 支出額から今回発生したポイント分の金額を差し引く。        

 

 

 

 

なお、所持しているポイントがあれば、これを使用して値引き 

を受けても差し支えない。 

この場合、値引後の支出額から今回発生したポイント分の金額 

を差し引いたものに政務活動費を充てる。 

＜例＞ 商品価格           ￥5,000 
支出額            ￥5,000 
今回発生ポイント（500Ｐ）   ￥ 500   
充当する政務活動費      ￥4,500 

＜例＞ 商品価格           ￥5,000 
所持ポイント（800Ｐ）     ￥ 800 
支出額            ￥4,200 
今回発生ポイント（420Ｐ）  次回使用   
充当する政務活動費      ￥4,200 

＜例＞ 所持しているポイントを使用 
商品価格           ￥5,000 
所持ポイント（800Ｐ）     ￥800 
支出額            ￥4,200 
今回発生ポイント（420Ｐ）   ￥ 420   

充当する政務活動費      ￥3,780 
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Q２ 領収書が徴収できない場合 

A２ 領収書に代わるものがあればそれを貼付する。 

領収書に代わるものがない場合は、支払証明書を作成する。 

    ＜領収書に代わるものの例＞ 

 

Q３ 領収書を政治資金規正法においても必要な場合 

A３ 以下の点に留意する。 
 
① 領収書が１枚の場合 

原本は政治資金規正法にのっとって保存する。 

政務活動費の収支報告書の提出時及び政治資金規正法の収支報告書の提

出時は、それぞれ領収書のコピーを添付することとなるが、政務活動費の充

当金額を明らかにする必要がある。 
 
② 領収書を２枚に分けた場合 

領収書を２枚に分けて発行してもらい、それぞれ政務活動費用と政治資金

規正法用に使用しても差し支えない。 

この場合、政務活動費領収書等貼付用紙の備考欄に領収書を便宜上２枚に

分けたことや、支払総額を記載する必要がある。 

政治資金規正法により提出する領収書の取扱いの詳細については、 

選挙管理委員会事務局総務課政治団体担当（直通０３－５０００－７２５７）

にご確認ください。 

 

※１ 該当部分以外を黒塗りするなどして隠すことが望ましい。 

※２ クレジットカード利用明細など利用の内訳を通知するだけの書類は、支出の

事実を証する書類ではないので領収書の代わりとはならない。 

※３ 「領収書に代わるもの」の内容確認のため、請求書等請求人及び支払人が確

認できる資料を提示する。 

なお、「ＥＴＣ」については、支払方法に応じた取扱いとする。 

《例》クレジットカード払い 

 

 

領収書が徴収できない場合 領収書に代わるもの

 口座引落  通帳の写し(※１)又は

 口座振込  引落通知書等の金額が確認できる

 インターネット払い  書類(※２)

 クレジットカード払い  

 Suica、PASMO等プリペイド式カード  履歴をプリントアウトしたもの

(※３) 
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《例》① 広報紙印刷代の領収書が１枚の場合 

      ●原本                

   

 

                        

 

 
 
 
 
 
 
      ●政務活動費用            ●政治資金規正法用 

 
 
 
 
 
 
 

② 広報紙印刷代の領収書を２枚に分けた場合 
●政務活動費用（原本）       ●政治資金規正法用（原本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      領収書 

○○後援会 様 

   ￥１００，０００－ 

ただし、広報紙印刷代 

           △△㈱㊞ 

政務活動費領収書等貼付用紙     

 印紙 

200 円 
㊞ 

      領収書 

○○後援会 様 

   ￥５０，０００－ 

ただし、広報紙印刷代 

           △△㈱㊞ 

      領収書 

○○後援会 様 

   ￥５０，０００－ 

ただし、広報紙印刷代 

           △△㈱㊞ 

領収書をコピーし、

その用紙の余白に按

分の額と理由を記入 コピーした領収書を領収書

等貼付用紙に貼付し、備考

欄に按分額・割合を記入 

備考：100,000 円のうち、政務活動

費 50,000円を充当する。 

   （按分等）１/２ 

領収書 
（コピー） 

  

 

  
100,000 円のうち、○○後援会負担の

印刷代は 50,000円である。残り 50,000

円は政務活動費を充てている｡ 

           会計責任者□□ ㊞ 

 

領収書 
（コピー） 

印紙 

200 円 
㊞ 印紙 

200 円 
㊞ 

原本又はコピーを領収書

等貼付用紙に貼付し、備

考欄に按分額を記入 

政務活動費領収書等貼付用紙       

 

  

 

    

備考：支払総額は 100,000 円であ

る。政治資金規正法との関

係で領収書を 50,000円ずつ

２枚に分けた。 

（按分等）１ ２
領収書 

(原本/コピー) 

領収書 
（コピー） 

原本は政治資金規正法 
にのっとって保存 

原本は政治資金規正法 

にのっとって保存 

 余白部分に 
書き加える｡ 

○年○月○日 

○年○月○日 ○年○月○日 
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例示

 給料、各種手当、労働保険料等 人件費 （補）

 電気、ガス、水道の使用料等  事務費 （補）

 机、複写機等備品の購入費  事務費 （補）

 封筒、鉛筆等消耗品の購入費  事務費 （補）

 ガソリンの購入費  交通費 （補）

 新聞、雑誌の購入費  資料購入・作成費 （調）

 事務所の賃料 事務所費 （補）

 電話・インターネットの使用料  事務費 （補）

 事務所用駐車場代  交通費 （補）

 自動車のリース代  交通費 （補）

 視察・研修費 （調）

 会議費 （調）

 グループ活動費 （調）

 会費 （広）

 公認推薦料、陣中見舞の経費等 充当不可 ―

 原稿料、印刷費等 充当不可 ―

 遊説費､宣伝用自動車のリース  政策広報費 （広）

 料 、交通費等  ホームページ作成・管理費 （広）

 ビラ・パンフレット等作成費  広報紙（誌）発行費 （広）

 会場借上費、記念品代等 充当不可 ―

 上記（１）（２）（３）以外の経費  （目的により項目を選択） ―

 視察・研修費 （調）

 会議費 （調）

 グループ活動費 （調）

 書籍購入費  資料購入・作成費 （調）

 政治活動に関する寄附等 充当不可 ―

 上記以外の経費   （目的により項目を選択） ―

政治資金規正法

経
常
経
費
に
係
る
支
出

光熱水費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

項目

選挙関係費

（１）機関紙誌の発行事業費

人件費

組織活動費

事務所費

分類

※　政治資金規正法では「振込手数料」は、付随する各支出項目に計上する。
※　表中の（補）は「調査活動補助費」、（調）は「調査・政策立案費」、（広）は「広報・広聴活動費」を表す。

 大会費､行事費､交際費､交通費
等

 研修会費、翻訳代、交通費等

（２）宣伝事業費

（３）政治資金パーティー
　　 開催事業費

政
治
活
動
費
に
係
る
支
出

分類

政務活動費を充てる場合
の

項目

備品・消耗品費

（４）その他の事業費

その他の経費

寄附・交付金

調査研究費

《参考資料》 

 

<政治資金規正法及び政務活動費における支出項目対比表> 

ただし、会計処理の必要から、政治資金規正法の支出項目に政務活動費 

の支出項目を統一したい場合は、議会局政務活動費担当にご相談ください。 

 

支出項目の選択について 

① 政務活動費を充てる場合は、使途基準に従う。 

 ② 政治資金規正法の対象となる支出は、法の分類基準に従う。 
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３ 関係例規 

 

 

 ○ 地方自治法(抄)･･････････････････････････････････････････81ページ 

 

 ○ 東京都政務活動費の交付に関する条例･･････････････････････82ページ 

 

 ○ 東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則･･････････････88ページ 

 

 ○ 東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程･･････････････89ページ 

 

 ○ 東京都議会政務活動費調査等協議会要綱････････････････････92ページ 

 

○ 東京都政務活動費に係る領収書等の写しの閲覧に関する要綱･･94ページ 

 

○ 公職選挙法(抄)･･････････････････････････････････････････96ページ 
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○地方自治法(抄) 

 

(調査権・刊行物の送付・図書室の設置) 

第百条 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究そ

の他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に

対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交

付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲

は、条例で定めなければならない。 

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、

当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）をもつて議長

に報告するものとする。 

16 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○東京都政務活動費の交付に関する条例 

 

（趣旨） 

第一条 この条例は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）

第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、東京都議会議員（以下「議員」と

いう。）の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付する政務活

動費（以下「活動費」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（活動費を充てることができる経費の範囲等） 

第一条の二 活動費は、議員の職務が都民意思を代表し、政策を形成することであり、

議会の役割が知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに政策の立案であ

ることに鑑み、議員が行う調査研究、情報収集、政策立案、広報・広聴活動等(以下「政

務活動」という。)に要する経費に対して交付する。 

２ 前項の経費は、別表に定める使途基準によるものとする。 

３ 東京都議会議長(以下「議長」という。)は、活動費の使途の透明性の確保に努め

るものとする。 

（交付の対象等）  

第二条 活動費は、議長に結成を届け出た会派（所属議員が一人の場合を含む。以下

同じ。）に対して交付する。 
２ 議長は、会派の結成の届出があったときは、その旨を知事に通知しなければなら

ない。会派の名称、会派の所属議員等の変更等の届出があったときも同様とする。 
３ 会派は、活動費を前条第二項に規定する使途基準に従い、適正に使用しなければ

ならない。 

（交付の金額） 

第三条 活動費は、会派の所属議員数に応じ、議員一人につき月額五十万円の割合を

もって算定した金額とする。 
（所属議員数） 

第四条 前条の所属議員数は、毎月一日における会派の所属議員数による。 
２ 月の中途において次に掲げる事由が生じた場合は、その月分の活動費の交付につ

いては、これらの事由が生じなかったものとみなす。 
一 議員の任期満了又は議会の解散 
二 議員の死亡、辞職、失職又は除名 
三 議員の所属会派からの脱会又は除名 
四 会派の解散又は合併 

３ 会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができな

い。 
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（交付の申請） 

第五条 会派の代表者（以下「代表者」という。）は、活動費の交付を受けようとする

ときは、毎年度四月十日までに知事に交付の申請をしなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、代表者は、新たに会派を結成した場合において活動費

の交付を受けようとするとき又は所属議員の員数に変更があったときは、遅滞なく知

事に交付の申請をしなければならない。 
（交付の決定及び通知） 

第六条 知事は、前条の規定による交付の申請があったときは、速やかに交付額を決

定し、代表者に通知するものとする。 
（交付の請求及び時期） 

第七条 代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎月、当該月分の活動費を請

求するものとする。 
２ 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに活動費を交付するもの

とする。 
第八条 削除 

（経理責任者） 

第九条 会派は、活動費の経理を行わせるために経理責任者を定めなければならない。 
（収支報告等） 

第十条 活動費の交付を受けた代表者は、法第百条第十五項の規定により、当該活動

費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を交付を受けた日の属

する年度終了の日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。 
２ 前項の収支報告書を提出するときは、活動費の支出に係る領収書その他の支出の

事実を証する書類又はその写し並びに活動費の収入及び支出の出納を記載した会計帳

簿の写し並びに議長が別に定める書類の写し（以下「領収書等」という。）を併せて提

出しなければならない。 
３ 議長は、前二項の規定により収支報告書及び領収書等が提出されたときは、必要

に応じ調査を行い、活動費の適正な執行の確保に努めるものとする。 
４ 議長は、第一項の規定により提出された収支報告書を知事に送付するものとする。 
（東京都議会政務活動費調査等協議会） 

第十条の二 議長は、前条第三項に規定する調査等に関し、専門的見地からの意見を

聴くため、議長が指名する三人以内の学識経験を有する者をもって構成する東京都議

会政務活動費調査等協議会（以下「協議会」という。）を置く。 
２ 協議会は、前項に規定する意見を述べる場合において必要があると認めるときは、

収支報告書及び領収書等に関し、検査を行うことができるものとする。 
３ 協議会は、前項に規定する検査を行う場合において、活動費の使用状況等の適切

な把握のため必要があると認めるときは、会派との意見交換等を行うことができるも
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のとする。 
４ 協議会は、必要があると認めるときは、議長又は会派に対し、活動費に関する指

導及び助言をすることができるものとする。 
５ 協議会の構成員は、正当な理由なく、この条に規定する職責を果たす上で知り得

た秘密を漏らしてはならない。第一項に規定する指名が解かれた後も同様とする。 
６ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が

定める。 
（活動費の額の確定） 

第十一条 知事は、第十条第四項の規定による収支報告書の送付を受けたときは、当

該収支報告書の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき活動費の額を確定

し、代表者に通知しなければならない。 
（剰余金の返還） 

第十二条 代表者は、前条の規定による活動費の額の確定があった場合において、第

六条の規定により決定した交付額について剰余金が生じたときは、前条の規定による

通知を受けた後速やかに、当該剰余金を返還しなければならない。 
（交付の決定の取消し） 

第十三条 知事は、活動費の交付を受けた会派が当該活動費を第二条第三項の規定に

違反して使用したときは、当該活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 
２ 知事は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに代表者に通知するもの

とする。 
３ 前二項の規定は、第十一条の規定による活動費の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 
（活動費の返還） 

第十四条 知事は、前条第一項の規定により活動費の交付の決定を取り消した場合に

おいて、当該取消しに係る部分に関し、既に活動費が交付されているときは、期限を

定めて、その返還を命じなければならない。 
（準用） 

第十五条 第十条から前条までの規定は、会派が解散、合併等により消滅した場合に

ついて準用する。この場合において、第十条第一項中「代表者」とあるのは「代表者

であった者」と、「交付を受けた日の属する年度終了の日」とあるのは「当該会派消滅

の日」と、第十一条、第十二条及び第十三条第二項中「代表者」とあるのは「代表者

であった者」と読み替えるものとする。 
（収支報告書等の保存及び公表等） 

第十六条 議長は、第十条第一項及び第二項の規定により提出された収支報告書及び

領収書等を、当該収支報告書及び領収書等を提出すべき期限の翌日から起算して五年
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を経過する日まで保存しなければならない。 
２ 議長は、前項の規定により保存している収支報告書について、東京都議会情報公

開条例（平成十一年東京都条例第四号。以下「都議会情報公開条例」という。）第四条

の規定に基づき公表するものとする。 
３ 何人も、議長に対し、第一項の規定により保存されている領収書等の写しの閲覧

を請求することができる。この場合において、議長は、当該請求に係る領収書等に都

議会情報公開条例第七条各号に掲げる情報（別表に定める人件費に係る金額を除く。）

が記録されているときは、当該情報が記録されている部分を除いた部分につき、閲覧

に供するものとする。 
４ 前二項に規定するもののほか、議長は、第一項の規定により保存している収支報

告書及び領収書等の写しをインターネットの利用により公表するものとする。この場

合において、議長は、領収書等に都議会情報公開条例第七条各号に掲げる情報（別表

に定める人件費に係る金額を除く。）が記録されているときは、当該情報が記録されて

いる部分を除いた部分につき、公表するものとする。 
（委任） 

第十七条 第五条、第六条、第十一条及び第十三条に関して必要な事項は、東京都規

則で定める。 
２ 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が定め

る。 
附 則 

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。 
附 則（平成一四年条例第一二〇号） 
この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成二〇年条例第一二六号） 

１ この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第十条第

一項の改正規定は、公布の日から施行する。 
２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の東京都政務

調査費の交付に関する条例の規定は、平成二十一年四月一日以降に交付する政務調査

費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。 
附 則（平成二十五年条例第三号） 

１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成二十四年法律第七十二号）

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅

い日から施行する。（施行の日＝平成二十五年三月一日） 
２ この条例による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例（以下「新条例」

という。）の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、

同日前にこの条例による改正前の東京都政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」
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という。）の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。 
３ この条例の施行の際、現に提出されている旧条例第二条第一項の規定による会派

の届出は、新条例第二条第一項の規定により提出された会派の届出とみなす。 
４ この条例の施行の際、現に旧条例第六条の規定による通知を受けている会派は、

新条例第六条の規定による通知を受けたものとみなす。 
５ 旧条例第十条の二第一項に規定する東京都議会政務調査費調査等協議会は、新条

例第十条の二第一項に規定する東京都議会政務活動費調査等協議会となり、同一性を

もって存続するものとする。 
附 則（平成二十九年条例第一号） 

１ この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。 
２ この条例による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成二

十九年四月一日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に交付

の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。 
附 則（平成三十年条例第一号） 

１ この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 
２ この条例による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成三

十年四月一日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に交付の

決定があった政務活動費については、なお従前の例による。 
附 則（平成三十年条例第八十八号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
２ この条例による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成二

十九年四月一日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に交付

の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。 
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別表(第一条の二関係) 

 

分類 項  目 内   容 

調
査
活
動
補
助
費 

人 件 費 会派又は議員が政務活動のため雇用する職員及び臨時職員等

に要する経費 

事 務 所 費 会派又は議員が政務活動のため設置する事務所の設置及び維

持に要する経費 

事 務 費 会派又は議員が政務活動のため設置する事務所における事務

運営に要する経費 

交 通 費 会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費、宿泊費等

の経費 

調
査
・
政
策
立
案
費 

視察・研修費 会派又は議員が政務活動のため行う視察・研修等に要する経

費又は他団体等が主催する視察・研修等への議員等の参加に

要する経費 

調 査 委 託 費 会派又は議員が政務活動のため行う外部団体等への調査研究

委託に要する経費 

資 料 購 入 

・ 作 成 費 

会派又は議員が議会審議や政務活動のため行う図書等の購入

及び資料作成に要する経費 

会 議 費 会派又は議員が政務活動のため開催する会議に要する経費 

グ ル ー プ 

活 動 費 

会派又は議員が政務活動のため行う都政に関連する議員連盟

活動等に要する経費 

政 策 推 進 等 

活 動 費 

会派又は議員が政務活動のため行う政策推進に向けた活動、

友好・交流活動、要請・陳情活動、住民相談又は行事への参

加に要する経費 

広
報
・
広
聴
活
動
費 

広報紙（誌）

発 行 費 

会派又は議員が政務活動のため行う広報紙（誌）等の作成・

発行に要する経費 

ホームページ

作成・管理費 

会派又は議員が政務活動のため行うホームページ・ブログ等

の作成・管理に要する経費 

政 策 広 報 費 会派又は議員が政務活動のため行う音声による広報・広聴活

動に要する経費 

会 費 会派又は議員が政務活動のため行う各種団体等が主催する会

合等への参加に要する経費 
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○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則 

 

(趣旨) 

第一条 この規則は、東京都政務活動費の交付に関する条例(平成十三年東京都条例第

二十四号。以下「条例」という。)第十七条第一項の規定に基づき、政務活動費(以下

「活動費」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(交付の申請) 

第二条 条例第五条の交付の申請は、別記第一号様式による。 

(交付の決定及び通知) 

第三条 知事は、条例第六条の規定により活動費の交付額を決定した場合は、別記第

二号様式により会派の代表者に通知するものとする。 

２ 前項の規定は、条例第十三条第二項の規定により交付の決定の全部又は一部の取

消しを行った場合に準用する。 

(活動費の額の確定の通知) 

第四条 知事は、条例第十一条の規定により活動費の額を確定した場合は、別記第三

号様式により、会派の代表者に通知するものとする。 

附 則 

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例（平成

二十五年東京都条例第三号）の施行の日から施行する。 

２ この規則による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、

この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付された

政務調査費については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この規則は、令和元年七月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式（この規則によ

り改正されるものに限る。）による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 

別記様式 略 
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○東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程 

 

（趣旨） 

第一条  この規程は、東京都政務活動費の交付に関する条例（平成十三年東京都条例

第二十四号。以下「条例」という。）第十七条第二項の規定に基づき、政務活動費（以

下「活動費」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（会派の通知） 

第二条  条例第二条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書を添

付し、別記第一号様式により行うものとする。   
一 会派の名称 
二 代表者の氏名 
三 所属議員の員数及び氏名        

（政務活動の内容） 

第三条 条例第一条の二第一項に規定する政務活動の内容は、次に掲げるとおりとす

る。 
一 都政の課題、議会で審議する案件等について行う調査研究のための活動 
二 都民、政治家、行政関係者、民間の団体等との意見交換その他の情報収集を行

うための活動 
三 政策や方針を立案及び発信するため、会派内又は会派間において、政策や方針

について意見交換や意見調整等を行う活動 
四 都民等に対して行う広報・広聴活動 
五 政策の推進、他都市等との友好・交流、要請・陳情、住民相談又は行事への参

加に係る活動                     
六 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める活動 

（経理責任者） 

第四条 条例第九条の経理責任者（以下「経理責任者」という。）は、活動費の収入及

び支出の出納を記載した会計帳簿、活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を

証する書類又はその写し、第五条の二に規定する書類及びその他支出の適正性を証す

る書類（以下「会計帳簿等」という。）を整理し、又は保管し、及び活動費の適正な執

行に努めるものとする。 
２ 経理責任者は、会計帳簿等（条例第十条第二項の規定により提出した活動費の支

出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類又はその写しを除く。）を条例第十条

第一項及び第二項の規定により収支報告書及び領収書等を提出すべき期限の翌日から

起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。 
３ 活動費の交付を受けようとする会派の代表者（以下「代表者」という。）は、経理

責任者の氏名を別記第二号様式により議長及び知事に届け出なければならない。 
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４ 経理責任者の変更があったときは、前項の規定を準用する。 
（収支報告書） 

第五条 条例第十条第一項の収支報告書は、別記第三号様式とする。 
（議長が別に定める書類） 

第五条の二 条例第十条第二項に規定する議長が別に定める書類は、次に掲げるとお

りとする。 
一 視察・研修の概要を記載した活動記録簿 
二 海外視察の内容・成果等を記載した報告書 
三 調査研究委託の概要を記載した活動記録簿 
四 会合等への参加の概要を記載した活動記録簿 
五 政策推進等活動費に係る活動の概要を記載した活動記録簿 

（議長の調査等） 

第六条 議長は、活動費の適正な執行を確保するため、代表者に対し、毎四半期ごと

に活動費の収支状況報告書（別記第四号様式）の提出を求めるものとする。 
２ 議長は、第五条の収支報告書及び前項の収支状況報告書の提出を受けた場合にお

いて必要があると認めるときは、代表者に対し、会計帳簿等の提示を求めて調査する

ことができるものとする。 
３ 前項の調査は、別記第五号様式により記録するものとする。 
（収支報告書の公表） 

第七条 条例第十六条第二項の規定による収支報告書の公表は、東京都議会図書館に

おいて閲覧に供することにより行うものとする。 
（領収書等の写しの閲覧） 

第八条 条例第十六条第三項の規定による領収書等の写しの閲覧は、議長が別に定め

るところにより行うものとする。 
（インターネットの利用による公表） 

第九条 条例第十六条第四項の規定による収支報告書及び領収書等の写しのインター

ネットの利用による公表は、東京都議会ホームページに掲載することにより行うもの

とする。 
附 則 

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年議長告示第二号） 
１ この規程は、告示の日から施行する。 
２ この規程による改正後の東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程第三条、

別表並びに別記第三号様式及び第四号様式の規定は、この規程の施行の日以後に使用

する政務調査費から適用し、同日前に使用した政務調査費については、なお従前の例

による。 
附 則（平成二〇年議長告示第三号） 
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１ この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。 
２ この規程による改正後の東京都政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定は、

この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付された

政務調査費については、なお従前の例による。 
附 則（平成二十五年議長告示第一号） 

１ この規程は、東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例（平成

二十五年東京都条例第三号）の施行の日から施行する。 

２ この規程による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程（以下「新

規程」という。）の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務活動費について適

用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。 

３ この規程の施行の際、現に提出されているこの規程による改正前の東京都政務調

査費の交付に関する条例施行規程第四条第三項の規定による経理責任者の届出は、新

規程第四条第三項の規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成二十九年議長告示第一号） 

１ この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。 

２ この規程による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、

この規程の施行の日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に

交付の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。 

附 則（平成三十年議長告示第一号） 

１ この規程は、平成三十年四月一日から施行する。 

２ この規程による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、

この規程の施行の日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に

交付の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年議長告示第二号） 

この告示は、令和元年七月一日から施行する。 

 

別記様式 略 
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○東京都議会政務活動費調査等協議会要綱 

 

（趣旨） 

第一条 この要綱は、東京都政務活動費の交付に関する条例（平成十三年東京都条例

第二十四号。以下「条例」という。）第十条の二第六項の規定に基づき、東京都議会政

務活動費調査等協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し、条例に定め

るもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（協議会の組織） 

第二条 条例第十条の二第五項に規定する協議会の構成員（以下「委員」という。）の

任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

２ 協議会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。 

（会議） 

第三条 協議会の会議は座長が招集する。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 協議会の会議は、非公開とする。 

（指導及び助言） 

第四条 議長又は会派は、政務活動費に関し、条例第十条の二第四項に規定する指導

及び助言（以下「指導及び助言」という。）を協議会に求めることができるものとする。 

２ 協議会は、議長に指導及び助言を行う場合において、政務活動費の使用状況等の

適切な把握のため必要があると認めるときは、会派との意見交換等を行うことができ

るものとする。 

３ 協議会は、会派に指導及び助言を行う場合において、政務活動費の使用状況等の

適切な把握のため、会派との意見交換等に努めるものとする。 

（検査） 

第五条 条例第十条の二第二項に規定する検査（以下「検査」という。）は、条例第十

条第一項に規定する収支報告書の提出時に行うほか、東京都政務活動費の交付に関す

る条例施行規程（平成十三年東京都議会議長告示第二号。以下「規程」という。）第六

条第一項に規定する収支状況報告書の提出時に行うことができるものとする。 

２ 検査は、抽出によるものとする。 

３ 協議会は、検査において、政務活動費の使用状況等の適切な把握のため必要があ

ると認めるときは、会派に対し、規程第四条第一項に規定する会計帳簿等の提示を求

めることができるものとする。 
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４ 協議会は、検査において、政務活動費の使用状況等の適切な把握のため、会派と

の意見交換等に努めるものとする。 

（庶務） 

第六条 協議会の庶務は、東京都議会議会局管理部経理課において処理する。 

（委任） 

第七条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が定

める。 

附 則 

この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成二十五年三月一日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成二十九年四月一日から施行する。 
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○東京都政務活動費に係る領収書等の写しの閲覧に関する要綱 

 

（趣旨） 

第一条 この要綱は、東京都政務活動費の交付に関する条例施行規程（平成十三年東

京都議会議長告示第二号）第八条の規定に基づき、政務活動費に係る領収書等の写し

の閲覧（以下「閲覧」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（閲覧場所） 

第二条 閲覧の場所は、東京都議会議事堂二階の東京都議会議会局管理部経理課の閲

覧室（以下「閲覧室」という。）とする。  

（閲覧時間） 

第三条 閲覧時間は、午前九時から午後五時三十分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、東京都議会議会局長（以下「議会局長」という。）が特

に必要と認めるときは、閲覧時間を臨時に変更することができる。 

（閲覧業務を行わない日等） 

第四条 閲覧業務を行わない日は、東京都の休日に関する条例（平成元年東京都条例

第十号）第一条第一項各号に掲げる東京都の休日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会局長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務

の全部又は一部を休止することができる。 

（閲覧手続） 

第五条 閲覧をしようとする者（以下「閲覧者」という。）は、別記第一号様式による

政務活動費交付に係る領収書等の写しの閲覧請求書（以下「閲覧請求書」という。）に

必要事項を記入し、東京都議会議長（以下「議長」という。）に提出しなければならな

い。 

（閲覧方法） 

第六条 閲覧者は、係員から受け取った領収書等の写しを、係員の指示に従い閲覧し

なければならない。 

２ 閲覧者は、閲覧が終了したときは、速やかに前項の領収書等の写しを係員に返却

しなければならない。 

（カメラ等による撮影等） 

第七条 閲覧者が、カメラ、デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話、ビデオカメラ、

携帯複写機、スキャナその他これらに類する機器（以下「カメラ等」という。）を持参

し、閲覧に供した領収書等の写しの撮影等を希望する場合は、閲覧請求書にカメラ等

による撮影等を希望する旨を記載した上で、その全部又は一部の撮影等を行うことが

できる。ただし、当該撮影等が他の閲覧者の迷惑となるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、領収書等の写しの汚損、破壊又は内容の損傷のおそれ
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があると認めるときは、撮影等を認めず、又は中止させることができる。 

（複写） 

第八条 閲覧に供した領収書等の写しについて、閲覧室に設置する複写機による複写

を希望する者は、別記第二号様式による複写機使用申込書に必要事項を記入し係員に

提出した上で、複写を行うことができる。 

２ 前項の複写に際しては、その実費として、片面一枚につき十円を徴収する。 

３ 前項の料金を徴収するときは、料金と引換えに別記第三号様式による領収書を交

付する。 

（閲覧者の遵守事項） 

第九条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 領収書等の写しを閲覧室以外の場所に持ち出さないこと。 

 二 領収書等の写しを丁寧に取り扱うとともに、汚損、破壊、改ざん等の行為をし

ないこと。 

 三 閲覧室には、危険物等を持ち込まないこと。 

 四 閲覧室では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしない

こと。 

 五 その他係員の指示に従うこと。 

（閲覧の中止又は禁止） 

第十条 議会局長は、閲覧者がこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止さ

せ、又は禁止することができる。 

附 則 

この要綱は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成二十五年三月一日から施行する。 

２ 平成二十五年二月以前に交付された政務調査費に係る領収書等の写しの閲覧につ

いても、この要綱の規定を適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年七月一日から施行する。 

 

別記様式 略 
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○公職選挙法(抄) 

 

(公職の候補者等の寄附の禁止)  

第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者

を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。）は、当該選挙区（選挙区が

ないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。）内にある者に対し、いか

なる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治

団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職

の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教

育のための集会（参加者に対して饗応接待（通常用いられる程度の食事の提供を除く。）

が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第

四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。

以下この条において同じ。）に関し必要やむを得ない実費の補償（食事についての実費

の補償を除く。以下この条において同じ。）としてする場合は、この限りでない。  

２ 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附につい

ては、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これを

してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職

の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教

育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでな

い。  

３ 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、

又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該

公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補

者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のた

めの集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する

場合は、この限りでない。  

４ 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄

附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求して

はならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求す

る場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講

習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄

附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。 

 
 
 

96



97 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


